
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（４月定例会） 
          

日時：令和４年４月 18 日（月）午後１時 30 分から 

 

１ 佐藤会長あいさつ 

 

２ 日比野区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について        （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について         （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について           （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１） 令和４年執行 第 26 回参議院議員通常選挙について 

    【協力依頼】（総務課） 

 

（２） 令和４年度共助推進事業について       【情報提供】（総務課）  

 

（３） Ｊアラート全国一斉情報伝達試験について 

【情報提供】（総務課） 

 

（４） 神奈川区防災計画【震災対策編】の配布について  

 【情報提供】（総務課） 

 

（５） 地域ケアプラザの夜間利用方法の変更について 

 【情報提供】（福祉保健課） 

 

（６） 神奈川区・横浜市保健活動推進員会だよりについて 

                 【情報提供・掲出依頼】（福祉保健課） 

 

 



（７）敬老特別乗車証のＩＣ化について  【情報提供】（高齢・障害支援課） 

 

（８）「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた神奈川区アクション 

プラン」について           【情報提供】（高齢・障害支援課） 

 

（９）令和３年度燃やすごみ量実績（速報値）について 

  【情報提供】（地域振興課 資源化推進担当） 

  

（10）令和４年度「ヨコハマ３Ｒ夢・きれいなまちづくり」神奈川区推進 

  功労者の推薦について   【推薦依頼】（地域振興課 資源化推進担当） 

 

（11）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

  【掲出依頼】（地域振興課） 

 

（12）令和５年度の自治会町内会館整備補助について 

 【情報提供】（地域振興課） 

  

（13）神奈川区スポーツ協会総会について    【協力依頼】（地域振興課） 

 

 

※（１）・（５）・（７）・（９）・（12）は市連会からの議題です。 

 

 

 

 
 
≪５月定例スケジュール≫ 
 
・５月区連定例会の開催について          （地域振興課） 

◇日 時：令和４年５月 18 日（水）13 時 30 分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

       

・５月の配送便（白袋）について           （地域振興課） 

   ５月の配送便は５月 25 日（水）までに送付予定です。 



議  題 

 

１ 令和４年執行 第 26 回参議院議員通常選挙について 

 

 
日ごろから、選挙の執行に際し、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

また、昨年執行の横浜市長選挙及び衆議院議員総選挙につきましては格別なご協力を 

賜り、無事に選挙を執行することができました。重ねて御礼申し上げます。 

本年７月には任期満了に伴う第 26 回参議院議員通常選挙が実施されます。 

(令和４年７月 10 日執行想定) 

つきましては、投票管理者・立会人及び投票所従事者等の推薦等各種依頼につきまし 

て、お忙しい中大変恐縮ですが、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【依頼事項】 

(1) 投票管理者・投票立会人及び投票所従事者のご推薦について 

  各投票区当り、投票管理者(1 人)・投票立会人(2 人)及び投票所従事者(2 名程度の 

名簿照合パソコン操作担当含む７～８人程度)。 

 

(2) 期日前投票所の投票立会人のご推薦について（一部連合町内会） 

期日前投票所(神奈川区役所、神大寺地区センター)の、各投票所１日あたり２名 

 

(3) 選挙啓発ポスター等について 

  自治会、町内会掲示板への選挙啓発ポスターの掲出 

 

【提出期限】 

令和４年５月 10 日(火) 

 ※お忙しい中、期限が短く申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 

【参考】選挙の種類 

・参議院議員通常選挙：(神奈川県選挙区選出議員選挙、比例代表選出議員選挙) 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

総務課 統計選挙係 担当：鈴木・関和  電話：411-7014  FAX：411-7018 

 

協力依頼 

 



 

２ 令和４年度共助推進事業について 
 

 

地震など大規模な災害時に、大きな力になるのは地域による共助（助け合い）の取組

です。地域で抱える防災上の課題への対応を、区役所の防災担当や、地域の地区担当チ

ームが一緒に検討します。また、防災訓練や活動で必要となる資機材の購入、防災に関

する講演会などの活動に対する補助事業を実施します。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

【共助推進事業補助金の申請について】 

 ◇申請方法：郵送、または神奈川区役所 本館５階 501 窓口（防災担当） 

 ◇申請期間：令和４年４月１日から令和５年１月 31 日まで 

 

 

 

【問合せ先】 

 総務課 防災担当：立川・加藤  電話：411-7004 FAX：324-5904 

 

 

 

３ Ｊアラート全国一斉情報伝達試験について 

 
 

総務省消防庁が地震・津波などの災害時等に備え、全国瞬時警報システム（Jアラート）

を用いて、訓練情報の受信及びスピーカーの起動を確認する目的で、全国一斉情報伝達

試験を（全４回）行いますので、試験日程をお知らせいたします。 

つきましては、参考として４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お

送りします。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

総務課 防災担当：工藤・加藤  電話：411-7004 FAX：324-5904 

 

 

情報提供 

情報提供 



 

４ 神奈川区防災計画【震災対策編】の配布について 
 

 

令和３年５月に修正された「横浜市防災計画【震災対策編】」に合わせ、「神奈川区防

災計画【震災対策編】」の修正を行いました。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに１部お送りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

総務課 防災担当：工藤・小川 電話：411-7004 FAX：324-5904 

 

 

 

５ 地域ケアプラザの夜間利用方法の変更について 
   

今後ますます進展する超高齢社会において、地域ケアプラザを中心とした横浜型地域

包括ケアシステムの構築と、近年相談件数が大きく増加している地域ケアプラザの日中

の相談支援の充実・強化を図るため、次の取組を行います。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

◇地域包括支援センターの相談時間の変更（全施設）：令和４年 10 月～ 

◇予約がない場合の夜間閉館の施行実施（一部施設）：令和５年４月～ 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

福祉保健課 担当：岡崎・岸本・糸山  電話：411-7136  FAX：316-7877 

 

 

 

 

情報提供 

情報提供 



 

６ 神奈川区・横浜市保健活動推進員会だよりについて 

 

 

保健活動推進員会では、さまざまな活動を通じて、区民の健康づくりを推進していま

す。 

このたび、保健活動推進員の活動の周知を目的に会報を発行いたしました。４月の配

送便でお送りしますので、以下の通りご対応をお願いいたします。 

 

◇神奈川区保健活動推進員会だより「あるく 号外」 

掲示板への掲出をお願いします。 

◇横浜市保健活動推進員だより「第 44 号」 

各自治会・町内会長様あてに１部お送りいたします。 

 

 

 【問合せ先】 

福祉保健課 担当：中山・数本  電話：411-7138 FAX：316-7877  

 

 

 

７ 敬老特別乗車証のＩＣ化について 

 

令和４年 10 月から、敬老特別乗車証（敬老パス）をプラスチック製の「ＩＣカード」

に変更します。４月下旬から対象の方へ御案内をお送りします。 

つきましては、参考までに４月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お

送りいたします。 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

健康福祉局 高齢健康福祉課 担当：藤原・小山田  電話：671-2406 FAX：550-3613 

 

 

 

 

情報提供 

掲出依頼 

情報提供 



 

８ 「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた神奈川区 

アクションプラン」について        

 

「横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた神奈川区アクションプラン」について、

神奈川区行動指針（平成 29 年度策定）の改定に伴い、新たにアクションプラン（令和３

年度改定）を策定しました。 

プランに沿って、地域包括ケアシステムの構築に向けた具体的な取組を進めていきま

す。アクションプランについては、神奈川区のホームページで閲覧ができます。 

 

 

  ※連長までの情報提供です。 

 

 

 

【問合せ先】 

 高齢・障害支援課 担当：市川  電話：411-7110 FAX：324-3702 

 

 

 

９ 令和３年度燃やすごみ量実績（速報値）について  

 

 

日頃から「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」の推進に御理解、御協力いただきありがとうござ

います。令和３年度の燃やすごみ量の速報値が出ましたので報告します。 

今年度も引き続き、ごみの分別、３Ｒの取組に御協力をお願いします。 

 

【燃やすごみ量】（Ｒ３年４月～Ｒ４年３月） 

 Ｒ３年度 Ｒ２年度 差 率 

総量(ｔ) 
横 浜 市 547,047 566,582 ▲19,535  ▲3.4％ 

神奈川区 34,213 35,342 ▲1,129 ▲3.2％ 

原単位(ｇ)（注） 
横 浜 市 397 413 ▲16 ▲3.9％ 

神奈川区 379 393 ▲15 ▲3.8％ 

（注）原単位とは１人１日あたりのごみ量です。 

 

※連長までの情報提供です。 

 

 

【問合せ先】 

地域振興課 資源化推進担当 担当：越尾  電話：411-7091 FAX：323-2502 

情報提供 

情報提供 



 

10 令和４年度「ヨコハマ３Ｒ夢・きれいなまちづくり」 

神奈川区推進功労者の推薦について     

 

ごみの減量化、３Ｒの推進、街の美化の推進に功労のあった方々の日頃の活動に感謝

の意を表するため、「ヨコハマ３Ｒ夢・きれいなまちづくり」神奈川区推進功労者を表彰

します。 

つきましては、該当する個人又は団体を御推薦いただきますようお願いいたします。 

なお、表彰式は６月の区連会終了後に実施します。 

 

◇推薦期限：令和４年５月 18 日（水） 

◇提 出 先：地域振興課 資源化推進担当 

 

 

 

※連長への推薦依頼です。 

 

 

【問合せ先】 

地域振興課 資源化推進担当 担当：越尾・沓澤
くつざわ

  電話：411-7091 FAX：323-2502 

 

 

 

11 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 

横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最新の消費者被害等の事例

等をわかりやすくお伝えするチラシ「よこはまくらしナビ」５月号について、４月の配

送便にてお送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：本田・若林・霜山  電話：671-2584 FAX：664-9533 

 

 

推薦依頼 

掲出依頼 



 

12 令和５年度の自治会町内会館整備補助について 

 

  令和５年度に横浜市自治会町内会館整備費補助金を活用して会館の新築・増築・耐震

補強・修繕（補助対象経費 100 万円以上の工事）を予定している自治会町内会につきま

しては、４年度に事前申請が必要となります。 

つきましては、４月の配送便にて各自治会町内会長様あてにリーフレットを１部お送

りいたしますので、該当する自治会町内会はお早めに地域振興課までご相談ください。 

 

【事前申請について】 

  ◇申請期限：令和４年７月７日（木） 

  ◇注意事項：書類調製に時間を要しますので、お早めにご相談ください。 

        ご相談に来庁される場合は、事前にお電話をお願いします。日程・時間

帯を調整させていただきます。 

 

 

【問合せ先】 

地域振興課 担当：小川・段  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

 

13 神奈川区スポーツ協会総会について 

 

 神奈川区スポーツ協会の総会を次のとおり開催します。 

例年、各地区連合町内会長様には参与として、単位自治会町内会長様には賛助会員と

して、出席のご依頼をしておりますが、新型コロナの影響により令和２・３年度は書面

開催となりました。 

今年度の総会（5月 23 日）は、密を避けて実施するため、当日の出席者を役員、理事

及び表彰者のみとし、役員・理事以外の会員の皆様には、書面表決とさせていただきま

す。 

後日、配送便にて議案書を送付いたしますので、書面表決書のご提出をお願い申し上

げます。結果については、総会終了後、６月の配送便にて送付させていただきます。 

 

【書面表決について】 

  ◇対象者：役員・理事以外の会員（単位自治会町内会を含む） 

  ◇議案書発送時期：４月配送便にて 

  ◇提出期限：５月 16 日（月）必着 

 

 

 

【問合せ先】 

地域振興課 スポーツ担当：壽美・福島  電話：411-7093 FAX：323-2502 

情報提供 

協力依頼 



申込み方法は裏面をご覧下さい！

◆補助の対象◆

(１) 防災資機材等の購入費及び作成費

(２) 外部講師や指導者による講演会等委託費用

(３) 講演会等で使用する会場施設等の賃借料

(４) 防災施設の見学時等のマイクロバスの賃借料

(５) 地域の防災マップ作成費、スタンドパイプ式初期消火器具

(６) 救護用品、感染症予防対策用品

【令和３年度の補助実績】

ガス式発電機、デジタル無線機、リヤカー、ポータブル電源、ハリヤー、
テント、AED(購入)、簡易トイレ、ヘルメット、感染症対策物品（マスク、
手指消毒液、体温計等）、バルーン投光器、ソーラーパネル、マイクロバス
借り上げ、スタンドパイプ など

【対象とならないもの】

倉庫や物品を収納することを目的とするもの、食料・水、リース契約費用

ガソリンや乾電池等の消耗品、など

※補助の対象につきましては、裏面の担当までお気軽にご相談ください。

◆補助の内容◆
「町の防災組織」（自治会・町内会等）が実施する防災活動
や防災資機材等購入にかかる費用のうち、補助の対象となる

費用の３分の２（上限250,000円）

令和2年度より
補助率及び上限金額を引き

上げました！

令和2年度より
新たに追加しました！

区マスコットキャラクター
かめ太郎

防災資機材の購入や、外部講師による講演会、
防災施設見学に係る費用等を補助します！



◆申請方法◆
郵送または、神奈川区役所本館5階５０１窓口（防災担当）で受付でき

ます。

【申請期間】
令和４年４月1日～令和５年１月３１日
※新型コロナウイルスの感染拡大の影響から例年より期限を延長しています。

【対象】
町の防災組織（自治会・町内会等）かつ、令和４年度町の防災組織活動

費補助金交付申請を行っている団体

【お問合せ・申請先】
神奈川区役所総務課（防災担当）
〒２２１－０８２４
神奈川区広台太田町３－８
本館５階５０１窓口
電話０４５－４１１－７００４
ＦＡＸ０４５－３２４－５９０４

防災活動で必要な資機
材等がある場合は、まず
は一度ご相談ください！

◆申請の流れ（予定）◆
【申請者】 【区役所】

申請書・見積書の提出
※令和５年1月３１日まで 申請書を審査し、交付決

定通知を送付

交付決定通知を確認後、物
品等を購入し、同封の実績
報告書・領収書等の提出

補助金額確定通知を確認
後、同封の補助金請求書
・訓練報告書の提出

補助金のお支払い

※書類の審査、補助金のお支払いには概ね１か月程度かかります

※必ず交付決定通知を受けてから物
品等の購入をしてください！なお、
購入については令和５年2月中までに
済ませてください。

※補助金請求書は速やかにご提出をお願
いします。提出がない場合、補助金のお
支払いができません。また、訓練報告書
は令和５年３月31日までに提出をお願
いします。

入金確認

実績報告書を審査し、補
助金額確定通知を送付



 

 

J アラート全国一斉情報伝達試験について（お知らせ） 
 
 
１．防災スピーカーの概要 

横浜市では、災害時における情報伝達手段のさらなる充実のため、Ｊアラートの緊急情
報などを放送する「防災スピーカー」を設置しています。 

  ※Ｊアラートとは、国民保護情報、緊急地震速報、津波情報などの緊急情報を、国から
人工衛星を通じて瞬時にお伝えするシステムです。 

 
２．設置箇所 

参考資料のとおり 
 

３．J アラートの全国一斉情報伝達試験 
総務省消防庁等がＪアラートを用いて、試験情報の受信及びスピーカーの起動を確認 

する目的で、今年度中に４回訓練を実施する予定ですので、防災スピーカーから訓練放送
が流れます。 
 

（１） 令和４年 5 月 18 日（水）11時 00分 
（２） 令和４年８月 10 日（水）11 時 00分 
（３） 令和４年 11 月 16 日（水）11 時 00 分 
（４） 令和５年２月 15 日（水）11 時 00分 

  

令 和 ４ 年 ４ 月 
区 連 会 資 料 
神 奈 川 区 総 務 課 

担当：神奈川区総務課 
工藤、加藤 

ＴＥＬ：４１１－７００４ 
ＦＡＸ：３２４－５９０４ 

裏面あり 



 

 

施設名称 備考 
錦台中学校（西寺尾） 設置済 
松見消防出張所（松見町） 設置済 
神奈川中学校（西大口） 設置済 
栗田谷中学校（栗田谷） 設置済 
松本中学校（三ッ沢下町） 設置済 
南神大寺小学校（神大寺） 設置済 
幸ヶ谷小学校（幸ケ谷） 設置済（校内スピーカーから放送） 
神奈川小学校（東神奈川） 設置済（校内スピーカーから放送） 
入江川公園（神之木町） 設置済 
入江二丁目公園（入江二丁目） 設置済 
新子安駅駐輪場付近（子安通） 設置済 
旧七島町子供の遊び場（七島町） 設置済 
浦島消防出張所（浦島町） 設置済 
宝町付近（宝町） 設置済 
出田町ふ頭 B緑地（出田町） 設置済 
神奈川区総合庁舎（広台太田町） 設置済 
神奈川水再生センター（千若町） 設置済 
鶴屋町交差点付近（鶴屋町） 設置済 
中央卸売市場本場（山内町） 設置済 
白幡小学校（白幡上町） 設置済 
神橋小学校（六角橋） 設置済 
斎藤分小学校（斎藤分町） 設置済 
青木小学校（桐畑） 設置済 
三ツ沢小学校（三ツ沢仲町） 設置済 
六角橋中学校（六角橋） 設置済 

神奈川区防災スピーカー設置箇所 

参考資料 
 



神奈川区自治会・町内会長 各位 

神奈川区総務課長 茨 志麻 

神奈川区防災計画【震災対策編】の配布について 

陽春の候 ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃から神奈川区の防災につきまして、ご理解ご協力ありがとうございます。 

さて、令和３年５月に修正された「横浜市防災計画【震災対策編】」に合わせ、「神奈

川区防災計画【震災対策編】」（以下、区防災計画といいます。）の修正を行いました。 

つきましては、各自治会町内会長に配布しますので、手持ちの区防災計画の差替えを

お願いします。 

１ 区防災計画の概要 

区民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とし、神奈川区に地震災害が

発生した場合の地域関係者、防災関係機関、区災害対策本部等のそれぞれの役割とそ

の内容を明確にしたものです。 

２ 今回の修正ポイント 

令和３年５月に修正された市計画の内容に区計画を合わせることを目的として修正を

実施しています。併せて、「読みやすさ」を意識し、情報の補足が必要な点などについて

修正しています。 

３ 主な修正点 

(1) 南海トラフ巨大地震への対応【市計画の内容に合わせた修正】

国が、南海トラフ巨大地震発生の可能性が高まったときに「臨時情報（巨大地震注意報

警報）」を発表する運用を開始したことに伴い、発表される情報の内容及び情報発表時にお

ける本市の対応を記載しました。 

(2) 東海地震に関する記載の削除【市計画の内容に合わせた修正】

国が、東海地震のみに着目した情報の発表をしないこととしたため、当該記載を削除し

ました。 

(3) 罹災証明書発行に係る役割分担の明確化【区計画独自の修正】

(4) その他

防災関係施設の更新や資料編の修正などの時点修正を実施しました。【区計画独自の修

正】 

担当：総務課庶務係(防災担当) 

工藤、小川(７００４) 



地域ケアプラザの夜間利用方法の変更について 
 

今後ますます進展する超高齢社会において、地域ケアプラザを中心とした横浜型地域包括ケア

システムの構築と、近年相談件数が大きく増加している地域ケアプラザの日中の相談支援の充

実・強化を図るため、地域ケアプラザの夜間利用方法を変更します。 

これまで夜間時間帯に勤務していた職員を、この変更により可能な範囲で日中勤務とすること

で、高齢者の介護相談・生活相談の充実や、地域の自治会町内会、民生委員・児童委員、医療・福

祉施設の皆様との連携強化など、地域支援の充実を図っていきます。 
 

 

 

 
 

① 福祉・保健に関する相談時間の変更（全施設） 

令和４年９月まで  令和４年 10月から 
 
相談時間 

月～土 ：９～21時 

日・祝 ：９～17時 

（年末年始及び月１回の施設点検日は休館） 

 

上記以外の時間帯は、ケアプラザにかかる 

相談電話は、特別養護老人ホームに転送し 

対応しています。 

 
相談時間 

月～土 ：９～18時 

日・祝 ：９～17時 

（年末年始及び月１回の施設点検日は休館） 
 
上記以外の時間帯は、ケアプラザにかかる 

相談電話は、看護師等が対応するコール 

センターに転送し、対応します。 

 

② 予約がない場合の夜間閉館の試行実施（対象施設のみ（※１）） 
 

令和５年３月まで  令和５年４月から 
 
開館時間 

月～土 ：９～21時 

日・祝 ：９～17時 

（年末年始及び月１回の施設点検日は休館） 

 

現在、新型コロナウイルス感染症対策の観

点から、月～土の夜間の利用予約がない場

合、18時閉館としている場合もあります。 

 
開館時間 

月～土 ：９～21時（※２） 

日・祝 ：９～17時 

（年末年始及び月１回の施設点検日は休館） 
 
※2 18～21時に施設予約がない場合は 

18時に閉館（予約のある日は21時 

まで開館） 

（18～21時の予約〆切は、職員勤務体制を整え 

るため、利用希望日の前月上旬頃の予定です。 

詳細は、別途、利用団体等に説明していきます。） 
 

※ １ 対象施設は、施設の状況等を勘案して、令和４年８月頃決定します。 

試行実施において、利用団体の御意見を丁寧に伺いながら進め、夜間閉館による効果や 

課題を整理し、今後の効果的な地域支援と施設運営について検討します。 
 

担当 神奈川区福祉保健課 岡崎・岸本・糸山（ＴＥＬ：045-411-7136） 

① 【令和４年 10月～】福祉・保健に関する相談時間の変更（全施設） 

② 【令和５年  ４月～】 予約がない場合の夜間閉館の試行実施（対象施設のみ）  

区連会４月定例会説明資料 

令 和 ４年 ４月 1 8 日 

神奈川区福祉保健課

課  

対象施設

のみ変更 



 

神 保 活 第 １ 号  

令和４年４月 18 日  

自治会・町内会長 各 位 

 

神奈川区保健活動推進員会事務局 

 

 

神奈川区・横浜市保健活動推進員会だよりについて（依頼） 

 

 

清和の候 ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

日ごろから、保健活動推進員事業及び区行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

神奈川区保健活動推進員会では、『地域の健康づくり』を主要テーマとして、各地区で 

ウォーキングや健康チェックなどの活動を行っています。 

このたび、保健活動推進員の活動紹介や、区民の健康に役立つ情報を提供することを目

的に、会報を発行いたしました。神奈川区保健活動推進員会が作成したものと、横浜市保

健活動推進員会が作成した２種類の会報がありますので以下の通りご対応をお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 依頼事項 

１ 
神奈川区保健活動推進員会だより 

「あるく 号外」 
掲示板への掲出をお願いします 

２ 
横浜市保健活動推進員だより 

「第 44 号」 

各自治会・町内会長あて１部 

（配付のみ） 

【問合せ先】 

神奈川区保健活動推進員会事務局 

（神奈川区役所 福祉保健課 健康づくり係） 

担当：中山、数本 

電話：045－411－7138、FAX：045－316－7877 



号外

号外 【発行】令和４年３月発行
【編集】神奈川区保健活動推進員会（事務局：神奈川区福祉保健センター 福祉保健課健康づくり係）
　　   横浜市神奈川区広台太田町3-8  TEL 045-411-7138   FAX 045-316-7877

令和 4年３月発行

各地区で保健活動推進員が活動をしていることを
　　　　　　　　　　　　　　　ご存知ですか？
各地区で保健活動推進員が活動をしていることを
　　　　　　　　　　　　　　　ご存知ですか？

保健活動推進員はこんな活動をしています！

引き続き、 正しい感染対策を続けていきましょう。

保健活動推進員は、各自治会・町内会から推薦され、地
域のみなさんが元気に健康づくりができるお手伝いをす
るために、横浜市長から委嘱を受けて活動しています。

神奈川区では、21地区190人の保健活動推進員が活躍し
ています。（令和４年3月現在）

コロナで活動できない地区も多いですが、
感染対策をしながら
活動を始めている地区もあります！

こまめに手を洗う マスクをつける ３密を避ける※家庭内でも

ウォーキング
＠松見地区

口腔講座
＠神奈川地区

体操講座
＠片倉地区

保活のトレードマーク

オレンジの帽子

緑のベスト
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